
１．審査・審判
・世界最速・最高品質の審査
-強靱な権利の迅速な付与、公平性を担保しつつもアイデアに寄り添う審査
-世界最先端の技術動向やビジネスの実態を踏まえた審査
・適時性と信頼性を持った審判
・予見性の高い審査・審判
２．手続・業務プロセス管理
・ユーザーの負担が軽減された手続
・効率的な業務プロセス
３．情報インフラ
・アクセスと利活用のしやすい産業財産権情報
４．政策
・ビジネスニーズに合致した知財政策
（オープン・クローズ、権利保護の強化）
・海外での権利取得・活用がしやすい環境整備
・中小、ベンチャー等にとって知財を取得・活用しやすい環境整備
・新たなイノベーションの「タネ」の発掘・育成と社会実装の支援
・創造性教育の充実
５．特許特別会計（収支相償）
・受益者負担、収支相償の原則に立ちながら、効率化と効果のベストミックスで
サービスを提供

⇒・徹底したユーザー目線から知財エコシステムを実現

・日本企業の高い技術力
・ＧＤＰ比で多い特許出願件数

・日本企業（大企業）の研究開発費
　の伸びは低調
・日本市場の魅力低下
・コロナ禍による経済活動の低下
・イノベーションの社会実装の必要性
・意匠・商標は特許に比べて国際的
　に出願が低水準
・競争政策との交錯
・知財人材不足

「これから」の姿への移行のための戦略

１．審査・審判
・特許・意匠・商標の審査
（先行技術調査等の外注を活用した効率
的な審査）
・審判による解決

２．手続・業務プロセス管理
・出願受付、方式審査、登録業務等

３．政策
・専門性を活かした政策立案
・情報提供、支援等による
　日本企業の権利登録・活用支援
・日本企業の海外での知財取得、
　活用支援（国際連携・協力）
・知財人材育成

※上記を日本における唯一の産業
　財産権庁として実施（特許庁の
　強み）

各事業の役割・相互関係等

・産業財産権制度への信頼
・出願に係る情報
・料金収入

提供先から得てきたもの

移行のための課題

必要な資源

１．人的資源
・審査官等（特に特許・商
標）
・高い技術的知見及び知財知
識（含：国際関係）、コミュ
ニケーション力を有する人材
・ITシステムの内製やベン
ダーに対して適切な指示がで
きるシステム人材
・外部人材の活用

２．情報インフラ
・柔軟なＩＴシステム

３．特許特別会計（収支相
償）
・安定的な財政

作成年月日

・ＡＩ等の新たな技術進化
・デジタル化の加速
・柔軟で多様な産業財産権の活用
・スタートアップなど新たなイノベーターの
　出現

・少子高齢化による日本市場の縮小（市場を海外に求めるた
め、更なる企業活動のグローバル化）
・審査処理負担の増大
（調査すべき外国語文献、論文、標準規格文書等の増加、
国内外からの商標出願の急増）

各事業の役割・相互関係等
内部資源 事業ポートフォリオ

１．審査・審判
・最新技術を活用した効率的な
　審査、審判
（最新技術とこれまで培ってきた実務の
知見を融合した効率的な業務）

２．手続・業務プロセス管理
・ユーザー目線から見直された手続
・改善された業務プロセス

３．情報インフラ
・産業財産権情報活用
（特許庁の開発したＩＴシステムや機械
翻訳、産業財産権ビッグデータの庁内外
での活用）

４．政策
・新規ユーザーの発掘・支援（創造や活
用に、よりインセンティブを与える制
度、仕組みの整備）
・海外知財庁との連携・協力
・マーケットや制度ユーザーとの対話
（知財エコシステム実現に向けた幅広い
層との対話）
・知財エコシステムを構成する人材の
　育成と輩出
・人材の活躍の場の創設、拡大
（創造、保護、活用）

５．特許特別会計（収支相償）
・財政基盤（歳入出に係る情報公開、第
三者による検証）

１．総論
・審査官数、事務系職員数の確保（定員制限）
・厳しい財政状況
・部門毎の縦割りになりがちな組織運営
２．審査
・商標審査の長期化等
・調査すべき外国語文献等の急増
３．情報インフラ
・複雑な情報システムの刷新
・UIのユーザー利便性向上
・デジタル化／リモート化への対応が道半ば

１．審査・審判
・世界最速・最高品質の特許審査（FA11等）
・最先端技術の的確な保護（AI関連発明に関する審査基
準を改訂し国際的に発信）
・適時性と信頼性を持った審判
・低コストなサービス、無料の付加サービス（早期審
査、面接審査）
２．手続・業務プロセス管理
・遅滞ない手続
３．情報インフラ
・特許情報の分析
・無料の産業財産権情報の提供
４．政策
・ニーズに応じた意匠・商標の保護対象拡大
・中小・ベンチャー等にとって知財の取得、活用がしや
すい環境の整備（料金減免、相談）
・海外での権利取得、活用促進（ＰＰＨ、ＰＣＴ／ハー
グ／マドプロを通じた海外へのゲートウェイ機能、途上
国審査官の育成支援）

１．人的資源
・専門知識と実務能力が高い3,000名
の職員（知財エコシステムの実現に情
熱を持つ職員）
・審査実務以外にも豊富な専門知識を
有する人材
　-ＩＴシステムの構築（内製したり、
ベンダーへの適切な指示ができる）
　-ユーザーの実態を理解した支援
　-庁外のキーパーソンとのネットワー
ク（外部人材の活用）
・横断的な組織・体制（One JPOとし
て物理的に一体となった下で部門の垣
根を越える体制整備、内部公募による
人材登用、実務部門とシステム部門の
人材の循環）、省庁間の連携

２．情報インフラ
・最新技術を取り入れたＩＴシステム
（ＡＩの利活用等）
・産業財産権情報

３．特許特別会計（収支相償）
・更に筋肉質な経営基盤
　-歳出削減努力の継続・強化
　-サービス価値に応じた料金体系

１．人的資源
（１）審査・審判を担う専門職員
・特許審査官（1,666名）
・意匠審査官（50名）
・商標審査官（161名）
・審判官（380名）
（２）政策や手続・業務プロセス
管理を担う職員
・事務系職員（532名）
・審査官出身者
・地域知的財産室
・在外駐在員

２．情報インフラ
・世界に先駆けて構築したITシス
テム
・産業財産権情報に係るビッグ
データ（1億3000万件超の特許等
情報）

３．特許特別会計（収支相償）

提供する価値
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提供する価値

企業名 特許庁（素案） 2021/1/27

【仮】
ミッション：一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会の実現
ビジョン：イノベーション及びブランディングが促進されるような、新しい時代の知財エコシステムをユーザーと共に実現し、世界の未来を拓く
「知」のインキュベーターになる

目指す方向：迅速・高品質な審査、産業財産権の取得・活用拡大
目的に至るまでの通過点である目標：ＦＡ（特許11、意匠7、商標11）、審判での権利維持率（訂正無し：38％）、権利所有件数・利用率（国内：170万件・48％、国
外：73万件・47％）、産業財産権使用料の国際収支（3.4兆円）、中小企業／大学の出願数（国内：4万件／0.66万件、国外：0.64万件／0.30万件）、特許実施件数・収
入：1.7万件・44億円　※知財エコシステム実現、知財が世界の未来に貢献に関する指標

　　（＋）　　　これまでの外部環境　　　（－） 全社課題（弱み）
提供先から得るもの

・産業財産権制度への信頼
・ユーザーとの信頼・協力関係（継続的な対話を通じ、共に新しい時代の知財エコ
システムを実現）
・出願に係る情報（新しいイノベーションやブランディングに係る出願）
・料金収入

解決策
１．人的資源
・明確な育成方針の下、キャリアパスを見据えた上で人材の育成と育成した人材の庁外への輩出
・横断的な組織・体制の検討
・部門を超えた人材活用の拡大（システム開発・審査・手続事務）（特に、情報インフラと手続の両方に精通し、ユーザー目線か
ら業務プロセスの改善ができる人材の育成と活用）
・任期付審査官の活用（特許、商標）
・全職員による特許庁ミッションとビジョンの理解と実現に向けた具体的な行動
・知財エコシステムを支える人材の育成、輩出
２．審査・審判
・ＡＩ等の最新の技術を取り入れた審査の効率化
・最新技術の知識修得（不断の研鑽）
３．手続・業務プロセス管理
・ユーザー目線から手続の不断の見直し
・業務プロセスの不断の改善
４．情報インフラ
・ＩＴシステム効率化（ＢＰＲ、内製等）
・産業財産権情報活用（ＩＰランドスケープ実行支援）
５．政策
・ステークホルダー（含：ポテンシャルある新規ユーザー）との対話・連携の強化
・中小、ベンチャー、大学の知財戦略サポート(個別の事情やニーズに応じたカスタマイズされた支援、モデル化)
・国際的な連携・協力（ＰＰＨ高度化、work-sharing、制度調和（含：マドプロ）等）
６．特許特別会計（収支相償）
・料金体系見直し

・低コストでアジャイルな最新技術の活用
・審査能力の強化
・ユーザーニーズに対応した制度、仕組み
・ポテンシャルある新規ユーザーへのリーチ
・我が国ユーザーの海外における経済活動の円滑化
・知財エコシステムを支える人材の育成

内部資源 事業ポートフォリオ

(+)　　　これからの外部環境　　　（－）

資源 ビジネスモデル 価値

こ
れ
か
ら

自社の目的・特徴 経営方針

こ
れ
ま
で

価値資源 ビジネスモデル
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